
 

令和４年度 佐倉市居宅介護支援事業者 集団指導 
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(６) 管理者向け留意事項 

・事業所の変更届について 

・特定事業所集中減算について 

・その他 

 

資料６ 

(P25～32) 
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   居
宅

サ
ー
ビ

ス
計
画
書

様
式

及
び

記
載
に
関
す

る
留
意

事
項

 

 

介
護
保
険
最
新
情
報
（
令
和
３
年
３
月
３
１
日
付
け

V
o
l.
９
５
８
）
に
て
通
知
さ
れ
ま
し
た
「
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
書
標
準
様
式
及
び
記
載
要
領
」
を

参
考

に
、
第
１
表
か

ら
第
７
表
の
居
宅

サ
ー
ビ
ス
計
画
書
記
載
に
関
す
る
留
意
事
項
に
つ
い
て
ま
と
め
ま
し
た
。
ケ
ア
プ
ラ
ン
作
成
の
際
に
ご
活
用
く
だ
さ
い
。
 

 

 
 

資料１－２ 
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居
宅
サ
ー

ビ
ス
計

画
書
（

１
）

 
 

 
 

作
成

年
月
日

 
 
 
 

年
 
 

 
月
 
 

 
日
 

初
回
 
・
 紹

介
 
・
 
継

続
 

 
認

定
済
 
・
 
申
請
中
 

 利
用
者
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
殿
 
 
 
 
 
生
年
月
日
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 
 
住
所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
作
成
者
氏
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

居
宅
介
護
支
援
事
業
者
・
事
業
所
名
及
び
所
在
地
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
作
成
（
変
更
）
日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 
 
 
 
 
初
回
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
作
成
日
 
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 

 
日
 

認
定
日
 
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 
 
 
認
定
の
有
効
期
間
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 
～
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 

要
介
護
状
態
区
分

 
要

介
護
１
 
・
 
要
介
護
２
 
・
 

要
介
護

３
 

・
 

要
介
護
４

 
・
 

要
介
護

５
 

 

利
用
者
及
び
家
族
 

の
生
活
に
対
す
る
 

意
向
を
踏
ま
え
た
 

課
題
分
析
の
結
果
 

    

 

介
護
認
定
審
査
会
の
 

意
見
及
び
サ
ー
ビ
ス
 

の
種
類
の
指
定
 

    
 

統
合
的
な
援
助
の
 

方
針
 

     

〈
同
意
欄
〉
私
は
こ
の
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
書

(第
1
表
、
第

2
表
、
第

3
表

)に
同
意
し
受
け
取
り
ま
し
た
。
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

年
 
 
月

 
 
日
 
 
氏
名
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

生
活
援
助
中
心
型
 

の
算
定
理
由
 

１
.
一
人

暮
ら
し
 
 
２
.家

族
等
が

障
害
、

疾
病

等
 

 
３
.
そ

の
他
（

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
）
 

第
１
表

 
 

利
用
者

(家
族

)と
介
護
支
援
専
門
員
等

(援
助
者

)と
の

間

で
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
計
画
原

案
に

つ
い

て
説

明
・

同
意

( 共
通
認
識

) が
な
さ
れ
た
日
を
記
載

 
「

平
成

15
年

9
月

26
日
老
振
発
第

09
26

00
1
号
」

 

・
利
用
者
及
び
家
族
が
支
援
を
受
け
、
居
宅
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
生
活
を
希
望
し

て
い
る
か
を
そ
れ
ぞ
れ
記
載

 
・
利
用
者
が
持
っ
て
い
る
力
や
生
活
環
境
等
の
評
価
を
含
め
利
用
者
が
抱
え
る
問
題

点
を
明
ら
か
に
し
て
い
く

 
・
「
自
立
支
援
」
に
資
す
る
た
め
に
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題

が
把

握
で

き
て

い
る

か
確
認
す
る

 

・
被
保
険
者
証
に
「
認
定
審
査
会
意
見
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
の
指

定
」

が
記
載
さ

れ
て
い
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
転
記

 

生
活
援
助
中
心
型
を
算
定
す
る
場
合
に
記
載

 

・
利
用
者
が
記
載
で
き
な
い
場
合
は
代
理

 
・
説
明
・
同
意
日
を
記
入

 

家
族
等
に
障
害
、
疾
病
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
も
、
同
様
の
や
む
を
得
な
い
事

情
に
よ
り
、
家
事
が
困
難
な
場
合
等
に
つ
い
て
、
事
情
の
内
容
を
簡
易
に
記
載

 

・
当
該
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
で
初
め
て
居
宅
介
護
支
援
を
受

け
る
場
合
は
「
初
回
」

 
・
居
宅
介
護
支
援
を
受
け
て
い
た
他
の
事
業
所
又
は
介
護
保
険
施
設
か
ら
紹
介
さ
れ
た
場
合

は
「
紹
介
」

 
・

1
度
で
も
当
該
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
で
居
宅
介
護
支
援
を
受
け
て
い
る
場
合
は
「
継
続
」 ・

介
護
度
が
確
定
し
て
い
な
い
場
合
は
右
上
の
「
申
請
中
」
に
丸
を
つ
け
、「

認

定
日
」
に
は
「
申
請
日
」
を
記
載

し
、
「
認
定
の
有
効
期

間
」

は
空
欄

 
・
「
要
介
護
状
態
区
分
」
は
想
定
さ
れ
る
介
護
度
を
記

載
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第
1
表

：
「
居

宅
サ

ー
ビ
ス

計
画

書
（
１

）
」
 

 （
１
）
作
成
年
月
日
に
つ
い
て

 
  

・
「
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
作
成

( 変
更

) 日
」
は
実

際
に
ケ
ア
プ
ラ
ン
を
作
成
し
た
日
を
記
載
し
ま
す
。

 
 
・
右
上
の
「
作
成
年
月
日
」
、
右
下
の
「
同
意
日
」
に
つ
い
て
は
無
理
に
同
日
に
す
る
の
で
は
な
く
、
実
際
に
利
用
者
・
家
族

に
ケ
ア
プ
ラ
ン
を
説
明
、
同
意
し

た
日
を
利
用
者
・
家
族
に
記
載
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

 
例
①
：
令
和

5
年

1
月

25
日
に
ケ
ア
プ
ラ
ン
を
作
成
し
、
そ
の
日
に
印
刷
、
午
後
か
ら
利
用
者
宅
で
サ
ー

ビ
ス
担
当
者
会

議
を
行
い
、
同
意
を
得
た
場
合
、

3
か
所
の
日
付
は
同
日

 
例
②
：
令
和

5
年

1
月

25
日
に
ケ
ア
プ
ラ
ン
を
作
成
し
、

1
月

26
日
に
印
刷
。

27
日
に
利
用

者
に
同

意
を
得
た
場
合
、

3
か
所
の
日
付
は
異
な
る
が
、
そ

れ
ぞ
れ
実
際
の
日
を
記
載

 
ケ
ア
プ
ラ
ン
を
作
成
し
て
か
ら
早
急
に
同
意
を
得
て
い
る
た
め
、
整
合
性
は
図
ら
れ
て
い
る
と
判
断
し
適
正
と
考
え

ま
す
。

 
 （

２
）
申
請
中
（
暫
定
ケ
ア
プ
ラ
ン
）
に
つ
い
て

 
 

申
請
中
（
「
新
規
申
請
中
」（

前
回
「
非
該
当

」
と
な

り
、
再
度
申
請
し
て
い
る

場
合
を
含
む
。
）
、「

区
分

変
更
申

請
中
」
、「

更
新
申

請
中
で
あ
っ
て
前
回
の
認

定
有
効
期
間
を
超
え
て
い
る
場
合
」
）
は
、「

認
定
日

」「
認
定
の
有
効
期
間
」「

要
介
護
状
態
区
分
（
要
介

護
度
）
」
が

確
定
し
て
い

な
い
た
め
、
確
定
し
た
記
載

が
で
き
ま
せ
ん
が
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
う
え
で
暫
定
ケ
ア
プ
ラ
ン
を
作
成
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

 
「
認
定
日
」
は
申
請
日
も
し
く
は
空
欄
、「

認
定
の
有
効
期
間
」
は
空
欄
（
シ
ス
テ
ム
上
記
載
が
必
要
な
場

合
は
記
載
し
て
も
構
い
ま
せ
ん
が
、
保
険
者
に
書

類
提
出
の
際
は
削
除
（
見
え
消
し
可
）
）
、
「
要
介
護
状
態
区
分
（
要
介
護
度
）
」
は
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
結
果
予

想
さ
れ
る
要
介

護
度
を
記
載
し
ま
す
。

 
  

（
３
）
生
活
援
助
中
心
型
の
算
定
理
由
に
つ
い
て

 
 

「
生
活
援
助
中
心
型
の
算
定
理
由
」
は
、
平
成
２
０

年
８

月
２
５
日
付
厚
生
労
働
省
老
健
局
振
興
課
発
事
務
連
絡
「
同
居
家
族
等
が
い

る
場
合

に
お
け
る
訪
問

介
護
サ
ー
ビ
ス
等
の
生
活
援
助
等
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」（

介
護
保
険
最
新
情
報

vo
l.

41
）
に
記
載
の
あ

る
、
川

崎
市
の
ケ
ア
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
ツ
ー
ル
＜
同
居

家
族
が
い
る
場
合
の
生
活
援
助
算
定
確
認
シ
ー
ト
＞
も
活
用
い
た
だ
け
ま
す
。
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居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
書
（
２
）
 

 
 
 
利
用
者
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
殿
 

 
生

活
全

般
の

解
決

す

べ
き
課
題
(ニ

ー
ズ
) 

援
助
目
標
 

援
助
内
容
 

長
期
目
標
 

(期
間
) 

短
期
目
標
 

(期
間
) 

サ
ー
ビ
ス
内
容
 

※
1 

サ
ー
ビ
ス
種
別
 

※
２
 

頻
度
 

期
間
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

※
１
「
保
険
給
付
の
対
象
と
な
る
か
ど
う
か
の
区
分
」
に
つ
い
て
、
保
険
給
付
対
象
内
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
は
○
印
を
付
す
。

 
※
２
「
当
該
サ
ー
ビ
ス
提
供
を
行
う
事
業
所
」
に
つ
い
て
記
入
す
る
。

 
    第

２
表

 
作

成
年
月
日
 
 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

ア
セ
ス
メ
ン
ト

に
基
づ
き
解
決

す
べ
き
課
題
を

整
理
し
て
記
載

 
 「

・
・
で

き
る

よ
う

に
な

り
た

い
」

と
い

う
よ

う
な

IC
F
の
観

点
か
ら
記
載

 
 原

則
と
し

て
優

先
度

合
い

が
高

い
も

の
か

ら
順

に
記
載

 

基
本
的
に
は

個
々
の
解
決

す
べ
き
課
題

に
対
応
し
て

設
定
す
る

が
、
解
決
す

べ
き
課
題
が

短
期
的
に
解

決
さ
れ
る
場

合
や
い
く
つ

か
の
課
題
が

解
決
さ
れ
て

初
め
て
達
成

可
能
な
場
合

に
は
、
複
数

の
長
期
目
標

が
設
定
さ
れ

る
こ
と
も
あ

る
 

解
決

す
べ

き

課
題

及
び

長

期
目

標
に

段

階
的

に
対

応

し
、

解
決

に

結
び

つ
い

て

い
る
か

 
 誰

に
も

わ
か

り
や

す
い

具

体
的

な
内

容

で
記
載

 
 

「
短
期
目
標
」
の
達

成
に
必
要
で
あ
っ
て

最
適
な
サ
ー
ビ
ス
の

内
容
と
そ
の
方
針
を

明
ら
か
に
し
、
適

切
・
簡
潔
に
記
載

 
 で

き
る
だ
け
家
族
・

イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
に

よ
る
援
助
も
明
記

 
 生

活
援
助
中
心
型
の

訪
問
介
護
を
必
要
と

す
る
場
合
に
は
、
そ

の
旨
を
記
載

 

正
式

な
サ

ー
ビ

ス
名
称
を
記
載

 
 保

険
給
付

対
象

内
サ

ー
ビ

ス
に

つ
い

て
は

※
1

の
欄

に
〇

を
付

す
 

 イ
ン

フ
ォ

ー
マ

ル
な

支
援

等
の

記
載

 

正
式
な

事
業
者

名
を
記

載
 

 家
族
等

の
場
合

は
具
体

的
に
記

載
 

「
生
活
全
般
の
解
決
す
べ
き

課
題
」
を
い
つ
ま
で
に
、
ど

の
レ
ベ
ル
ま
で
解
決
す
る
か

の
期
間
を
記
載

 

「
短
期
目
標
」
の
達
成
期
間

 

「
短
期
目
標
」

の
期
間
と
連
動

 

「
サ
ー
ビ
ス
内

容
」
に
掲
げ
た

サ
ー
ビ
ス
を
ど

の
程
度
の
頻
度

で
実
施
す
る
か

を
記

載
 

そ
れ

ぞ
れ

の
「

期
間

」
は

開
始

日
と
終
了
日

を
〇

年
〇

月
〇

日
～

〇
年

〇
月

〇
日
と
記
載

 
 終

了
時
期

が
特

定
で

き
な

い
場

合
等
に
あ
っ

て
は

、
開

始
時

期
の

み
記

載
 

 そ
れ

ぞ
れ

の
「

期
間

」
は

「
認

定
の
有
効
期

間
」

も
考

慮
す

る
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第
３
表

 
 

週
間

サ
ー

ビ
ス

計
画

表
 

  
 
利
用

者
名
 
 
 
 
 
 
 
 
殿
 

 

 
   

 6
:0

0 

月
 

火
 

水
 

木
 

金
 

土
 

日
 

主
な

日
常

生
活
上
の
活
動

 

  深
 

 夜
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

早 朝
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 午
 

 前
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  午
 

 後
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

夜
 

 間
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

深 夜
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 週
単
位
以
外

 

の
サ
ー
ビ
ス

 

  

    

作
成
年
月
日
 
 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

2:
00

 

利
用
者
の
起

床
や
就
寝
、

食
事
、
排
泄

な
ど
の
平
均

的
な
１
日
の

過
ご
し
方
に

つ
い
て
記
載

 

第
2
表
に
記
載
さ
れ
た
サ
ー
ビ
ス
が
、
介
護
保
険
内

外
を
問
わ
ず
記
載

 
 

通
院
、
福
祉
用
具
貸
与
、
短
期
入
所
等
週
間

に
記
載
で
き
な
い
サ
ー
ビ
ス
を
記
載

 

0:
00

 

4:
00

 

8:
00

 

10
:0

0 

12
:0

0 

18
:0

0 

16
:0

0 

14
:0

0 

24
:0

0 

22
:0

0 

20
:0

0 
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第
４
表

 

サ
ー

ビ
ス

担
当

者
会

議
の

要
点

 
 利

用
者

名
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
殿
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

居
宅
サ

ー
ビ
ス

計
画

作
成

者
(担

当
者

)
氏
名

 
 
 

 
 

 
 
 
 

開
催

日
 
 

 
 
年

 
月

 
日
 

開
催
場
所
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
開

催
時

間
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
開

催
回
数
 

 
 

 
 

   会
議

出
席
者

 
利

用
者

・
家

族
の

出
席

 

本
人

：
【

 
 

】
 

家
族

：
【

 
 

】
 

(続
柄

 
 

 
 

) 

※
備

考
 

所
 属

(職
種

) 
氏

 
名

 
所

 属
(職

種
) 

氏
 

名
 

所
 属

(職
種

) 
氏

 
名

 
本
人

 
〇
〇

 
 

 
 

 

〇
デ

イ
サ
ー
ビ
ス

 
 

 
 

 
 

〇
病

院
(主

治
医

) 
〇
医
師

(照
会

) 
 

 
 

 

検
討

し
た
項

目
 

 

検
討

内
容

 
 

結
論

 
 

残
さ

れ
た
課

題
 

  (
次
回
の
開
催
時

期
)  

 

  

作
成
年
月
日
 
 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

・
所
属
は
正
式
名
称
で
記
載

( 職
種
も
忘
れ
ず
に
記
載

) 
・
医
師
・
欠
席
者
も
照
会
・
電
話
で
の
聞
き
取
り
等
記

載
 

 

累
計
回
数

を
記
載

 
開
始
時
間
終
了
時
間
を
記
載

 

・
会
議
の
開
催
目
的
が
明
確
に
な
っ
て
い
る
か

 
・
検
討
す
る
項
目
ご
と
に
番
号
を
入
れ
る
と
見
や
す
い

 
例
：
①
通
所
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
 

 
・
当
該
会
議
に
出
席
で
き
な
い
担
当
者
が
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
者
に
照
会
（
依
頼
）
し

た
年
月

日
、
内
容
及
び
回
答
を
記
載
す
る
。

 

・
上
記
の
項
目
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
検
討
内
容
を
記
載

 
・
サ
ー
ビ
ス
内
容
だ
け
で
な
く
、
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
方
法
、
留
意
点
、
頻
度
、
時
間

数
、

担

当
者
等
を
具
体
的
に
記
載

 
・
「
検
討
し
た
項
目
」
「
検
討
内
容
」
に
つ
い
て
は
、
１
つ
の
欄
に
統
合
し
、
合
わ
せ

て
記

載

し
て
も
差
し
支
え
な
い

 

・
検
討
し
た
内
容
ご
と
に
結
論
を
明
確
に
記
載

 
例
：
①
〇
〇
に
留
意
し
な
が
ら
現
サ
ー
ビ
ス
を
継
続
等

 
 

・
結
論
が
出
な
か
っ
た
も
の
は
そ
の
旨
を
記
載
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第
5
表

 
  

居
宅

介
護

支
援

経
過

 
 利

用
者

名
 

 
 
 

 
 

 
 
 

殿
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
居
宅

サ
ー
ビ

ス
計

画
作

成
者
氏
名

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

年
月

日
 

項
目
 

内
 

 
 

 
容
 

年
月

日
 

項
目

 
内

 
 

 
 

容
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     

作
成
年
月
日
 
 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

日
付
け
、

 
時
間
を
記
載

 

・
公
的
な
記
録
と
な
っ
て
い
る
か

 
・
利
用
者
・
家
族
の
状
況
が
把
握
で
き
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
か

 
・
各
事
業
者
と
の
連
携
、
支
援
内
容
、
情
報
提
供
等
の
記
録

 
・
サ
ー
ビ
ス
の
変
更
、「

軽
微
な
変
更
」
等
の
根
拠
や
判
断
等
を
記
載

 
・
専
門
職
と
し
て
判
断
し
た
事
実
に
対
し
て
は
、
判
断
の
根
拠
を
記

載
 

〔
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
記
録
〕

( モ
ニ
タ
リ
ン
グ
シ
ー
ト
等
を
活
用
し
て
い
な
い
場
合

) 
・
短
期
目
標
達
成
度
を
確
認
し
て
い
る
か

 
・
利
用
者
・
家
族
の
意
向
・
満
足
度
等
を
確
認
し
て
い

る
か

 
・
サ
ー
ビ
ス
の
実
施
状
況

( ケ
ア
プ
ラ
ン
通
り

実
施

さ
れ

て
い

る
か

) 
・
専
門
職
と
し
て
判
断
し
た
事
実
に
対
し
て
は
判
断
根

拠
を

記
載

 
・
ケ
ア
プ
ラ
ン
の
変
更
、
修
正
し
た
場
合
は
そ
の
理
由

を
記

載
 

・
少
な
く
と
も
月

1
回
は
結
果
を
記
録
し
て
い
る
か

 
〔
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
記
録
〕

(モ
ニ
タ
リ
ン
グ
シ
ー
ト
等
を
活
用
し
て
い
る
場
合

) 
・
例
え
ば
「
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
シ
ー
ト
等

(別
紙

)参
照
」
等
と
記
載

(重
複
記
載
は
不
要

)。
但

し
、
「

( 別
紙

) 参
照
」
に
つ
い
て
は
、
多
用
す

る
こ

と
は
避
け

、
そ
の
場
合
、
本
表
に
概

要
を
わ
か
る
よ
う
に
記
載
し
て
お
く
こ

と
が

望
ま
し
い
。

 

訪
問

( 自
宅
や
事
業
所
等
訪
問

先
を
記
載

) 、
電
話
・

FA
X
・

メ
ー
ル

(発
信

(送
信

)・
受
信
が

わ
か
る
よ
う
に
記
載

)等
項
目

毎
に
整
理
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第
6
表

 
 

 
 
 
 
年
 
 
月
分
 
サ
ー
ビ
ス
利
用
票
（
兼
居
宅
（
介
護
予
防
）
サ
ー
ビ
ス
計
画
）

 

保
険
者
 

番
号
 

 
 

 
 

 
 

 保
険
者
名
 

 居
宅
介
護
支
援
 

事
業
者
事
業
所
名
 

担
当
者
名
 

 
作
成
年
月
日
 
  
 
  
 
 
 
年
 
  
 
月
  
  
日

 

被
保

険
者

番
号
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 フ

リ
ガ
ナ
 

被
保
険
者
氏
名
 

 
届
出
 

年
月
日
 

  
 
 
 
 
 
  
年
  
  
月
  
  
日
 

 

生
年
月
日
 
明
 
・
 
大
 
・
 
昭
 

 
 
年
 
 
  
月
  
  
 
日
 性

別
 

 

要
介
護
状
態
区
分
 

 
1
 
2
 
3
 
4
 
5 

区
分
支
給
 

限
度
基
準
額

 
単
位
／
月
 限

度
額
適
用
 

期
間

 

 
 
 
 
年
 
 
月
か
ら
 

 
 
 
 
年
 
 
月
ま
で
 

前
月

ま
で

の

短
期

入
所

利

用
日
数

 
日

 
変
更
後
 

要
介
護
状
態
区
分
 

変
更
日
 

 
1
 
2
 
3
 
4
 
5  

 
 
 
  
 
年
 
  
 
月
 
  
 
日
 

 提
供
時
間
帯
 

サ
ー
ビ
ス
内
容
 

サ
ー
ビ
ス
 

事
業
者
 

事
業
所
名
 

 
月
間
サ
ー
ビ
ス
計
画
及
び
実
績
の
記
録
 

日
付

 
1 

2 
3 

4 
5 

6 
7 

8 
9 

1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

2
6 

2
7 

2
8 

2
9 

3
0 

3
1 

合
計
 

曜
日

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

回
数
 

 
 

 
予

定
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

実
績

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
予

定
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

実
績

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
予

定
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

実
績

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
予

定
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

実
績

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
予

定
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

実
績

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
予

定
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

実
績

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
予

定
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

実
績

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
予

定
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

実
績

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
予

定
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

実
績

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
予

定
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

実
績

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
予

定
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

実
績

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
予

定
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

実
績

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
予

定
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

実
績

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

認
定
済
・
申
請
中

 
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
⇒
利
用
者
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第
７
表

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
作
成
年
月
日
 

 
年
 
 
月
 
 
日

 

区
分
支
給
限
度
管
理
・
利
用
者
負
担
計
算
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
サ
ー

ビ
ス

利
用
票

別
表

 

事
業

所

名
 

事
業

所
番
号

 
サ
ー

ビ
ス
内

容
/

種
類

 
サ

ー
ビ

ス
 

コ
ー
ド

 
単
位

数
 

割
引

後
 

回
数

 
サ

ー
ビ

ス
 

単
位

／
金
額

 
給

付
管

理
 

単
位

数
 

種
類

支
給
限

度
基

準
を

超
え
る

 
単

位
数

 

種
類

支
給
限

度
基

準
内

単
位
数

 

区
分

支
給
限

度
基

準
を

超
え
る

 
単

位
数

 

区
分

支
給
限

度
基
準

内
単
位

数
 

単
位
数

 
単
価

 
費

用
総

額
 

保
険

/ 事
業

対
象
分

 
給

付
率

 
（

％
）

 
保
険

/ 事
業

費
請

求
額

 
定

額
利
用
者

負
担

 
単

価
金
額

 
利

用
者
負
担

 
保
険

/ 事
業

対
象
分

 
利

用
者

負
担

 
( 全

額
負

担
分

) 
率

％
 

単
位
数

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
区
分
支

給
限
度

 
基
準
額

（
単
位
）

 
 

合
計

 
 

 
 

 
 

 
 

 
種

類
別

支
給
限

度
管
理

 
サ
ー
ビ
ス
種

類
 

種
類
支
給
限

度
 

基
準
額
（
単
位

）
 

合
計

単
位
数
 
種
類
支
給
限

度
基
準

を
超
え
る

単
位
数
 

サ
ー
ビ
ス
種

類
 

種
類
支
給

限
度

 

基
準
額
（

単
位

）
 

合
計
単

位
数
 

種
類
支

給
限
度

基
準

を
超
え

る
単
位

数
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

合
計
 

 
 

要
介
護

認
定
期

間
中
の

短
期
入
所
利

用
日
数

 
前
月
ま
で
の

利
用
日
数
 

当
月
の
計
画
利
用

日
数

 
累
積
利
用

日
数
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介護保険負担限度額認定について 

 
 本人や配偶者が課税であったり資産の額が一定額を超えたり、明らかに要件を満たさない

方であるにも関わらず、要件についてのご案内を受けずに申請をして、非該当となる方が散

見されます。 
 介護保険負担限度額認定の要件を再度ご確認の上、ご案内いただきますよう、ご協力をお

願いいたします。 

 
介護保険負担限度額認定の要件 

①：利用者本人を含む世帯全員（別世帯の配偶者を含む）が住民税非課税である 

②：所得金額及び預貯金等の資産の額が一定額以下である 

 

 また、課税であった配偶者が逝去し要件を満たすようになった場合等、本人、配偶者や世

帯員の方の状況の変化によって、要件を満たすようになった際には、申請勧奨するなど、必

要に応じて制度のご案内をお願いいたします。 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

資料２－１ 
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【介護保険負担限度額認定について】   

施設サービスやショートステイでの食費・居住費は全額自己負担が原則ですが、要件を満たし、介護保

険負担限度額認定を受けたかた（※申請が必要です）は、食費・居住費の負担額が減額されます。 

 

１ 対象となるサービスは？  

①施設サービス・・・特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院・介護療養型医療施設 

  ②ショートステイ・・・（介護予防）短期入所生活介護・（介護予防）短期入所療養介護 

  ③地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護・・・地域密着型特別養護老人ホーム 

   ※負担限度額認定制度を一部、または全部利用できない施設があります。詳しくは各施設へお問い合わせください。 

 

２ 対象となる人は？  

要件①：利用者本人を含む世帯全員（別世帯の配偶者を含む）が住民税非課税である 

 要件②：所得金額及び預貯金等の資産の額が一定額以下である（下記表のとおり） 

所得段階 所得要件 資産要件 

第 1 段階 老齢福祉年金を受給のかた 
単身 1,000 万円以下 

夫婦 2,000 万円以下 

第 2 段階 
収入額が 80 万円以下のかた 

【収入額】合計所得金額＋課税年金収入額＋非課税年金（遺族年金・障害年金） 

単身 650 万円以下 

夫婦 1,650 万円以下 

第 3 段階① 
収入額が 80 万円超 120 万円以下のかた 

【収入額】合計所得金額＋課税年金収入額＋非課税年金（遺族年金・障害年金） 

単身 550 万円以下 

夫婦 1,550 万円以下 

第 3 段階② 
収入額が 120 万円超のかた 

【収入額】合計所得金額＋課税年金収入額＋非課税年金（遺族年金・障害年金） 

単身 500 万円以下 

夫婦 1,500 万円以下 

※65 歳未満（２号被保険者）のかたの資産要件は単身 1,000 万円（夫婦 2,000 万円）です。 
※課税世帯のかたでも、高齢夫婦世帯などにおいて一方のかたが施設に入所し、食費・居住費を負担した結果生計困難になるなど、下記の６つの要件を全て満たす場合は、特例的に第３段階

の負担軽減を受けることができます。（申請が必要です。詳しくはご相談ください。） 

①２人以上の世帯のかた（別世帯に配偶者がいる場合や施設入所により世帯が分かれた場合も、なお同一世帯とみなす。②～⑥において同じ。）、②介護保険施設又は地域密着型介護老人福

祉施設に入所し、食費・居住費について全額自己負担している、③世帯の年間収入から施設の利用者負担の見込み額を除いた額が８０万円以下、④世帯の現金・預貯金等の額が４５０万円

以下、⑤世帯が日常生活に必要な資産以外に利用し得る資産を有していない、⑥世帯全員が介護保険料を滞納していない 

 

３ 基準費用額と負担限度額  

 

居住費と食費には、基準費用額と第１～３段階②の負担限度額が設けられています。負担限度額認定を受け

た場合は、自己負担は負担限度額の範囲内の金額になり、基準費用額と負担限度額の差額を介護保険が負担

します。 

●１日当たりの居住費・食費 

利用者負担 

段階 

１日当たりの居住費 １日当たりの食費 

ユニット型 

個室 

ユニット型 

個室的多床室 

従来型個室 

(特養) 

従来型個室 

(老健) 

（介護医療院） 

多床室 

(特養) 

多床室 

(老健) 

（介護医療院） 

施設入所 ｼｮｰﾄｽﾃｲ 

第１段階 820 円 490 円 320 円 490 円 0 円 0 円 300 円 300 円 

第２段階 820 円 490 円 420 円 490 円 370 円 370 円 390 円 600 円 

第３段階① 1,310 円 1,310 円 820 円 1,310 円 370 円 370 円 650 円 1,000 円 

第３段階② 1,310 円 1,310 円 820 円 1,310 円 370 円 370 円 1,360 円 1,300 円 

基準費用額 2,006 円 1,668 円 1,171 円 1,668 円 855 円 377 円 1,445 円 1,445 円 
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４ 認定の申請方法  

 

① 申請書および同意書に必要事項を記入します。 

 

②資産を確認するための書類をそろえてください。 

  以下の表のうち確認対象となる資産をお持ちのかたは、申請書にもれなく記入するとともに、金額を確認す

るための書類を必ず提出してください。 

  ※生活保護を受給しているかたは、申請書中の収入・預貯金等に関する申告欄への記入及び確認書類の提出は不要です。 

 

 

③佐倉市役所 介護保険課窓口へ提出します（郵送可）。 

  

 

 

  

   

 

５ 申請から決定まで  

 

申請後、通常（※）２週間程度で決定通知書を郵送します。負担限度額の対象となる方は、負担限度額認定

証も郵送します。 
 

① 内容を確認してください。 

証には、食費と居住費の負担限度額が記載されています。証の有効期間は、通常、申請日の属する月の

初日から開始し、申請日以後最初に到来する７月３１日までとなります。 
 

② 対象となるサービス利用時に認定証を施設に提示します。 

負担限度額の範囲内の自己負担になります。 

資産の種類 対象か否か 提出書類

預貯金（普通・定期） ○
通帳の写し
（インターネットバンクは口座残高
ページの写し）

有価証券（株式・国債・地方債・社債な
ど） ○

証券会社や銀行の口座残高の写し
（ウェブサイトの写しも可）

金・銀（積立購入を含む）など、購入先
の口座残高によって時価評価額が容易に
把握できる貴金属

○ 購入先の口座残高の写し

投資信託 ○
銀行、信託銀行、証券会社等の口
座残高の写し
（ウェブサイトの写しも可）

タンス預金（現金） ○ ※申請書への記入のみ

負債（借入金・住宅ローンなど） ○ 借用証書などの写し

生命保険 ×

自動車 ×

腕時計・宝石など、時価評価額の把握が難
しい貴金属 ×

絵画・骨董品・家財などその他高価な価値
のあるもの ×

申告および確認書類の提出は不要

写しは、申請日の直近か

ら２か月以内の時点のも

のをご用意ください。 

 

通帳の写しは①表紙を

めくったページ（銀行名・

支店・口座番号・名義の

分かる部分）と、②最終

の残高が分かる部分と、

③〔年金受取口座のみ〕

年金振込記録のある部分

が必要です。 

 
 

夫婦（世帯外の配偶者、

内縁関係のかたを含む）

の場合は、申請書にお二

人の資産合計額を記入

し、お二人分の確認書類

を提出してください。 

 

 〒285-8501 

千葉県佐倉市海隣寺町 97 番地 

 佐倉市役所 介護保険課 介護給付班 

 電話：043－484－6174 

 

 

  

～必ず提出する書類～ 

提出前に、もれが無いか再度確認してください 

□ 申請書・同意書（申請書の裏面） 

□ 資産等の確認書類 

【問合せ・送付先】   郵送の場合、切り取って宛名としてご利用いただけます 

※ 以下に当てはまる場合は発送が遅くなることがあります。 
・介護認定がまだ出ていない場合      
・本人または家族に他市区町村からの転入者がいる場合 
・遺族年金や障害年金を受給している場合 ・他市区町村に配偶者が居住している場合  
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居宅介護（介護予防）住宅改修について 

１． 基準 

介護保険の支給対象の改修工事を行う場合で、事前申請及び工事後の申請手続

きがされた場合に支給されます。 

 

目 的  ：居宅での日常生活を営みやすくすること 

理 由  ：被保険者本人の身体の状況や住環境はそれぞれ全く違うため、状

況を詳細に把握し、その工事によって目的が達成できそうなもの

なのか。 

対象者  ：佐倉市の被保険者の方で要支援、要介護認定を受けている方 

対象の住宅：介護保険被保険者証に記載されている住所地で、実際に居住して

いること。 

支給金額 ：２０万円まで 

     （市内転居した場合や介護度が３段階上がった場合は、再度申請可） 

 

２． 留意事項 

・入院中や介護認定申請中の場合、事前申請及び工事はできますが、事後申請

はできません。万が一退院できない場合や認定が非該当になった際の工事費

用は、事前申請がされていても、支給されません。 

・一時的に身を寄せている住宅の工事は対象外です。 

・単に老朽化、物理的な劣化や故障という理由だけの工事は対象外です。 

・趣味、リハビリ、生きがい支援、仕事のためという理由は対象外です。 

・二階に上がるための手すりについては、一階での生活を検討したうえで、二

階へ行く目的や必要な生活動線なのか、また同居のご家族が居る場合はご家

族ができないのか（家事をやったことが無い、今まで本人がやってきたから、

ご家族の仕事が忙しいという理由は不可）を再度確認し、検討結果及び必要

な改修内容を明確に記入してください。 

・住宅の所有者が被保険者ご本人又は配偶者以外の場合は、住宅改修の承諾書

が必要です。共有名義のケースで、共有名義者の承諾のないまま工事を施行

することのないよう、理由書を作成する前に対象家屋所有者全員の承諾を得

ていることを確認してください。 

資料３ 
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３．理由書について 

・作成者は、被保険者を担当しているケアマネジャー若しくは、包括支援セン

ターの職員です（住環境コーディネーターは不可です） 

・身体状況や日常生活動線や福祉用具貸与の導入状況を含めた住宅の状況など

を総合的に勘案し、必要な改修内容（箇所、形状、内容）や選定理由を詳細

に記入してください。 

（「加齢による筋力低下」「意欲の低下」「安全安心」などの抽象的な文言ではな

く、本人は何ができなくて、どの程度介護する人がいるのか、どの動作をす

る際に何が不足しているのか、どのような工事をすることで、改善されるの

かを具体的に記入してください） 

・動線がわかるように、始点・終点を記載してください。 

 

記載例 1 

悪い例 「手すりを取付けることで安全に入浴できる。」 

良い例 
「浴槽脇に縦手すりを１本取付けることで、浴槽の跨ぎ動作でふらつきや転

倒のリスクが軽減され、安全に浴槽の出入りができる。」 

 

記載例 2 

悪い例 「廊下」 

良い例 「寝室から脱衣所の廊下」 

 

 

※ご本人やご家族の希望だけを記載するのではなく、ケアマネジャーの専門的

な目線で、必要性や妥当性を検討してください。 

 

 

※理由書の記載が不十分な場合には、口頭での確認及び書類の差し替えをお願

いする場合があります。 
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１． 居宅療養管理指導とは 

在宅の利用者であって、通院が困難なものに対して、利用者の居宅を訪問し提

供されるサービスです。また、下記の利用者に対しても提供が可能です。 

 

ア 養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者

向け住宅などの集合住宅等に入居又は入所している利用者 

 

 イ 小規模多機能型居宅介護(宿泊サービスに限る)、認知症対応型共同生活

介護、複合型サービス(宿泊サービスに限る)、介護予防小規模多機能型

居宅介護(宿泊サービスに限る)、介護予防認知症対応型共同生活介護な

どのサービスを受けている利用者 

 

※ショートステイ先や、お泊りデイサービス先といった、居宅以外の場所での 

サービス提供はできません。 

 

 

２． 留意事項 

・サービス提供ごとに、ケアマネジャーへケアプラン作成等に必要な情報の提

供が必要です。情報提供がされていない場合は算定できません。月に複数回

サービス提供を行う場合であっても、毎回情報提供を行う必要があります。 

・1月に 1人の利用者について算定できるのは、医師・歯科医師・薬剤師の場合、

業種ごとに 1 か所のみです。月の前半と後半で担当医院等が変更になった場

合は、どちらか一方のみが算定できます。 

・居宅療養管理指導費は、通院が困難な利用者について、定期的に訪問して指

導等を行った場合の評価です。継続的な指導等の必要のない利用者や、通院

が可能な利用者に対して安易に算定しないでください。例えば、少なくとも

独歩で家族・介助者等の助けを借りずに通院ができる利用者などは、通院が

容易であると考えられるため、やむを得ない事情がある場合を除き算定でき

ません。（令和３年４月 1日施行の改正通知。指定居宅サービスに要する費用

の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用

具貸与に係る部分）及び居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準

の制定に伴う実施上の留意事項について（平成 12 年 3 月 1 日老企第 36 号）

第２の６の（１）） 

 

資料４ 
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３.    算定できない例 

① ケアマネジャーが知らない間にサービス提供がなされ、情報提供がない場

合や、１か月分まとめて情報提供がされた場合。 

② ショートステイ先、お泊りデイサービス先などの居宅以外の場所へ訪問し、

サービス提供した場合。 

③ 算定上限回数を超えた分の算定。 

④ １月に複数の医師、歯科医師等からサービス提供を受けた場合(医師・歯科

医師・薬剤師の場合、業種ごとに１か所のみ算定可)。 

  ※有料老人ホーム等入居月の複数事業所の算定による過誤が散見されます。

入居時の引きつぎにご注意下さい。 
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その他 各事業所へのお願い 

 
 

・令和４年度ケアプラン点検結果（別紙） 
 令和４年４月から令和５年２月の間に実施したケアプラン点検の指摘事項をまとめまし

た。居宅介護支援業務において、ご留意ください。 

 

 

・介護給付費通知について 

年に１回、全利用者（資格喪失者を除く）に対して「介護給付費通知書」を送付してい

ます。令和４年度は３月中旬に発送の予定です。介護支援専門員の皆様におかれまして

は、利用者からの問い合わせ等への対応にご協力くださいますよう、よろしくお願いい

たします。 

 
 

・訪問介護（生活援助中心型）が厚生労働大臣が定める回数以上となる場合の

居宅サービス計画の届出について 

生活援助中心型の訪問介護の利用回数が厚生労働大臣が定める回数以上となる場

合は、介護支援専門員から保険者への届出が必要です。 

要介護 1（27 回）・要介護 2（34 回）・要介護 3（43 回）・要介護 4（38 回）・要介

護 5（31 回） 

詳細は、佐倉市 HP をご参照ください。 

（https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/kaigohokenka/23/306/5097.html） 

 

 

・居宅介護サービス計画作成依頼届（居宅届）について 

居宅介護サービス計画作成依頼届（以下、居宅届）の「計画作成開始日」について、 

よくご確認の上ご提出ください。 

例えば、A居宅介護支援事業所から B居宅介護支援事業所に変更があった場合、3月 1日

から B居宅介護支援事業所でケアプラン作成であるのに、B居宅介護支援事業所が居宅届

の計画作成開始日を「2/15」と届け出た場合、A事業所は 2月の居宅介護支援費を請求で

きなくなります。 

 

資料５―１ 
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【　　令和4年度　ケアプラン点検指摘事項まとめ　　】　　　(R5.2末現在)

【令和4年4月～令和5年2月　　　運営指導・ケアプラン点検指摘事項まとめ】

課題分析(アセスメント)　について
指摘内容 コメント

①

全社協・在宅版ケアプランフェースシート1
ページ目左上の「相談受付」の日付がアセ
スメント日に毎回変更されている

全社協・在宅版ケアプランフェースシート1ページ目左上の「相談受
付」は初回相談を受けた日、場所、受付者を記載します。また、初め
て居宅を訪問しアセスメントを行った日は下部「アセスメント実施日」
に記載します。この2か所は日にちが変更になることはありません。途
中心身状況の変化で訂正がある場合は訂正した日付を空いている
場所に記載し、追記もしくは見え消しで変更してください。

居宅サービス計画書　について
指摘内容 コメント

②

暫定ケアプランに「認定日」「認定の有効期
間」が記載されていた

「認定日」「認定の有効期間」は介護度が確定しないと記載ができま
せん。システム上記載せざるを得ない場合はその旨がわかるようにし
てください。

③

暫定ケアプランにおいて長期目標、短期目
標の期間が記載されていた

暫定ケアプランの場合「認定の有効期間」が確定していないため、
「期間」は空欄となります。

サービス担当者会議　について
指摘内容 コメント

④

日程調整を行うことなく、ケアマネジャーの
都合で日にちを決定している

ケアマネジャーはあらかじめ各事業所と日程調整を行い、事業者が
多く集まれる日に招集します。
コロナ禍で利用者・家族が出席できない場合は、前もって利用者・家
族の希望や意向を聞き取り、事業所間で情報共有してください。

居宅介護支援経過　について
指摘内容 コメント

⑤

更新時以外、月に1回程度の記録となって
いる

支援経過は公的な記録です。利用者・家族、事業所間との情報共有
等必要な情報、利用者等の心身状況など実際に行った事、聞き取っ
た事を記録として残してください。

モニタリング　について
指摘内容 コメント

⑥

月1回以上のモニタリングを行い、モニタリン
グ記録はなされているが、モニタリング評価
が何か月も変化なし

１月に少なくとも1回はモニタリングを行い記録します。利用者の心身
状態に大きな変化がない場合でも、日常の変化、気持ちを聞き取り、
短期目標達成のためのサービス内容の確認、評価を行ってください。

居宅療養管理指導　について
指摘内容 コメント

⑦
お泊りデイサービス先で居宅療養管理指導
を算定していた

お泊りデイサービス、ショートステイ先等の居宅以外の場所での居宅
療養管理指導は算定できません。

その他
指摘内容 コメント

⑧
居宅介護支援経過、サービス担当者会議
の要点、利用票等の日時が一致していない

実際に行った日時を忘れず記載してください。

資料５―２
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変更等の届出について 

  

事業所の指定内容に変更があった場合、休止・廃止する場合、休止していた事

業を再開する場合は、届出書の提出が必要になります。 

〈届出の期限〉 

   休止・廃止 ： 休止・廃止の１か月前まで 

※利用者の引継先等を一覧表にして添付してください。 

変更    ： 変更後 10 日以内（登記が必要な事項は登記後すぐに） 

※事業所所在地・定員・建物の構造・専用区画の変更は事

前にご連絡ください。 

   再開    ： 再開後 10 日以内（事前にご連絡ください） 

〈変更届出に必要な書類〉 

１． 変更届出書 

２． 付表 

３． 添付書類（下表のとおり） 

 変更する事項 サービス種類 添付書類 

1 事業所（施設）の名称 全サービス 運営規程 

2 事業所（施設）の所在

地 

全サービス 平面図・写真・運営規程 

3 申請者の名称 全サービス 登記事項証明書（原本） 

 

4 主たる事務所の所在地 全サービス （電話・FAXが変わる場合、届出書に記入してください） 

5 代表者 全サービス （代表者のふりがなも届出書に記入してください） 

6 登記事項証明書（当該事

業に関するものに限る。） 

全サービス  

7 事業所（施設）の建物

の構造、専用区画等 

全サービス 平面図・写真 

8 事業所（施設）の管理

者 

認知症対応型通所介

護（介護予防） 

管理者の経歴（参考様式２） 

 小規模多機能型居宅

介護（介護予防） 

 認知症対応型共同生

活介護（介護予防） 

 居宅介護支援 主任介護支援専門員研修修了証（経過措置期

間中は介護支援専門員証）の写し 

 上記以外のサービス なし（付表のみ） 

資料６―１ 
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9 運営規程 全サービス 運営規程 

10 協力医療機関（病院）・

協力歯科医療機関 

小規模多機能型居宅

介護（介護予防） 

協力医療機関（病院）・協力歯科医療機関と

の契約の内容（協定書等） 

認知症対応型共同生

活介護（介護予防） 

地域密着型特定施設

入居者生活介護 

地域密着型介護老人

福祉施設入所者生活

介護 

複合型サービス 

11 介護老人福祉施設、介

護老人保健施設、病院

等との連携・支援体制 

小規模多機能型居宅

介護（介護予防） 

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、病院

等との連携・支援体制の概要（協定書等） 

認知症対応型共同生

活介護（介護予防） 

複合型サービス 

12 本体施設、本体施設と

の移動経路等 

地域密着型介護老人

福祉施設入所者生活

介護 

本体施設、本体施設との移動経路、方法及び

移動時間がわかる位置図 

13 併設施設の状況等 地域密着型介護老人

福祉施設入所者生活

介護 

併設する施設の概要 

14 介護支援専門員の氏名

及びその登録番号 

小規模多機能型居宅

介護（介護予防） 

介護支援専門員証の写し 

認知症対応型共同生

活介護（介護予防） 

地域密着型特定施設

入居者生活介護 

地域密着型介護老人

福祉施設入所者生活

介護 

複合型サービス 

居宅介護支援 

※写しには、1枚ずつ原本証明、または写しの一覧に一括で原本証明してください。 

変更届出書、廃止・休止・再開届出書の様式は、介護保険課のホームページ→「事業者向

け情報」に掲載しています。 
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第2号様式

変更届出書

年 月 日

（あて先）佐倉市長 所在地

申請者 法人名

代表者 職・氏名 ㊞

次のとおり指定を受けた内容を変更しましたので届け出ます。

名称

所在地

事業所（施設）の名称 （変更前）

事業所（施設）の所在地

申請者の名称

主たる事務所の所在地

代表者（開設者）の氏名、生年月日及び住所

登記事項証明書・条例等

（当該事業に関するものに限る。）

事業所（施設）の建物の構造、専用区画等

 事業所（施設）の管理者の氏名、生年月日及び住所 （変更後）

運営規程

協力医療機関（病院）・協力歯科医療機関

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、病院等

との連携・支援体制

本体施設、本体施設との移動経路等

併設施設の状況等

介護支援専門員の氏名及びその登録番号

年 月 日

備考 １　該当項目番号に〇を付してください。

２　変更内容が分かる書類を添付してください。

変更年月日

１３

１４

１

２

４

５

６

７

８

９

１０

３

１１

１２

介護保険事業者番号

変更があった事項

指定内容を変更した事業所等

サービスの種類

変更の内容
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ツイート 更新日:2023年02月07日

居宅介護支援事業所の特定事業所集中減算について

ページ番号: 2948

 居宅介護支援事業所は、毎年度2回、下表の判定期間において作成された居宅サービス計画のうち、対象となるサービスを位置付けた居宅サービス計画
の数をそれぞれ算出し、それぞれ最も紹介件数の多い法人（以下、紹介率最高法人という）の名称等を記載した「特定事業所集中減算算定表」を作成
し、当該書類を5年間保存することとなっています。

 また、算定の結果、いずれかのサービスについて紹介率最高法人の割合が80％を超えた場合は、「特定事業所集中減算算定表」等を市に提出すること
となっていますので、該当する事業所は、下記事項を参照の上、指定の期日までに提出してください。

 なお、この場合において正当な理由がないとき（市が正当な理由に該当しないと判断したときを含む）は、減算適用期間における居宅介護支援費のす
べてについて、1月につき200単位を所定単位数から減算して請求することとなります。

判定期間・提出期限・減算適用期間

区分 判定期間 提出期限 減算適用期間

前期 3月1日から8月31日 9月15日 10月1日から翌年3月31日

後期 9月1日から翌年2月末日 3月15日 4月1日から9月30日

対象となるサービス

訪問介護 
通所介護 
福祉用具貸与 
地域密着型通所介護

提出書類等

 紹介率最高法人へ80％を超えて計画を作成した居宅サービスがある事業所は、下記の書類を市に提出してください。算定の結果、提出する必要がない
（80％を超えない）場合は、各事業所において5年間保存してください。

特定事業所集中減算算定表
「正当な理由」に該当する場合は、正当な理由を確認できる書類

 正当な理由を確認できる書類については、下記の「特定事業所集中減算に係る「正当な理由」の判断基準」のうち、該当する番号等を算定表に記入の
上、必要な書類を提出してください。必要な書類については、「作成上の注意」でご確認ください。

正当な理由の判断基準、作成上の注意

特定事業所集中減算に係る「正当な理由」の判断基準

正当な理由の判断基準 (Wordファイル: 19.9KB)

作成上の注意

作成上の注意 (Wordファイル: 22.9KB)

作成上の注意（別紙） (PDFファイル: 37.6KB)

提出様式

特定事業所集中減算算定表 (Excelファイル: 29.8KB)

正当な理由に該当する場合の添付書類様式

（別添1） 算定から除外する件数の集計表 (Excelファイル: 46.5KB)

いいね! シェアする
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（別添2） 特定事業所集中減算に係る再計算書 (Excelファイル: 40.5KB)

(別添3）理由書 (Wordファイル: 33.5KB)

(別添4）地域ケア会議等に係る概要書 (Wordファイル: 28.9KB)

(別添5）支援困難事例受け入れ概要書 (Wordファイル: 27.3KB)

提出期限・提出先

提出期限:上表のとおり 
提出先（郵送可）: 〒285-8501 佐倉市海隣寺町97番地 佐倉市役所 介護保険課 介護給付班 特定事業所集中減算担当

この記事に関する
お問い合わせ先

[福祉部]介護保険課(介護給付班) 

〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町９７番地 
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特定事業所集中減算に係る「正当な理由」の判断基準 

 

佐倉市福祉部介護保険課 

 

１ 居宅介護支援事業所の通常の事業実施地域（以下「実施地域」という。）に

おいて、「サービス種別ごとの事業所数」※が、当該判定期間の初日現在で、

５事業所未満である場合 
※「サービス事業種別ごとの事業所数」：判定期間の初日現在で、最新の「千葉県介護

サービス情報公表システム」に掲載されている事業所数とする。 

 

２ 判定期間の１か月当たりの平均居宅サービス計画件数が２０件以下である場合 

 

３ 判定期間の１か月当たりの居宅サービス計画のうち、それぞれのサービスが

位置付けられた居宅サービス計画の件数が１か月当たり平均１０件以下の場合 

 

４ その他正当な理由と市が認めた場合 

 

（１）「サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより

特定の事業者に集中していると認められる場合」として、以下のいずれかに該

当する場合 

 

① 当該事業について、「紹介率最高法人」※がISO の認証（ISO09001）を取

得している場合 
※「紹介率最高法人」：居宅介護支援事業所において、各判定期間（前期：3 月1日～8 

月末日、後期：9 月1 日～２月末日）に作成した居宅サービス計画について、訪問介

護等のサービス種別ごとに、当該サービスが位置づけられた居宅サービス計画の数を

介護サービス事業者（法人）別に算出し、最もその件数の多い法人を「紹介率最高法

人」という。（以下同じ。） 

 

② 当該事業について、「紹介率最高法人」が、福祉サービス第三者評価の標

準項目において、項目別評価コメントにおける実施・未実施項目の数で、実

施が９０％以上（端数処理については、小数点以下第２位を四捨五入とす

る。）であり、かつ市の公表に同意する場合 

なお、第三者評価結果の評価確定日が特定事業所集中減算の提出期限より前

３年度分までのものとする。 

 

③ 当該事業について、「紹介率最高法人」が、介護予防・日常生活支援総合

事業の第一号通所事業又は介護予防通所リハビリテーションを併せて実施し

ている事業所であり、事業所評価加算を算定している場合 
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（２）居宅サービス計画作成時点で、次のアからウに記載の内容のいずれかに該

当する居宅サービス計画を除いて再計算した結果、当該事業について、「紹介

率最高法人」の計画数が８０％以下になる場合又は各サービス１か月当たりの

平均居宅サービス計画件数が１０件以下になる場合 

 

ア 訪問介護 

① 通院等乗降介助サービスを行っている事業所が、実施地域に５事業所未満

である場合に、これらの事業所において、当該サービスを位置づけている居

宅サービス計画 

 

② 夜間、早朝又は休日のサービスを行っている事業所が、実施地域に５事業

所未満である場合に、これらの事業所において、当該サービスを位置づけて

いる居宅サービス計画 

 

③ 特定事業所加算を算定している事業所が、実施地域に５事業所未満である

場合に、要介護度４以上かつ認知症（日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又は

Ｍ）である者を対象として、当該事業所を位置づけている居宅サービス計画 

 

イ 通所介護及び地域密着型通所介護 

時間延長又は休日のサービスを行っている事業所が、実施地域に５事業所未

満である場合に、これらの事業所において、当該サービスを位置づけている居

宅サービス計画 

 

ウ 全サービス共通 

① 利用者からサービスの質が高いことを理由に、当該サービスを利用したい

旨の理由書の提出を受けている場合であって、「地域ケア会議」等に当該利

用者の居宅サービス計画を提出し、支援内容についての意見・助言を受けて

いる居宅サービス計画 

 

② 居宅介護支援事業所が、市町村や地域包括支援センターからの紹介を受け

た、支援が困難な者（平成１２年３月３１日以前からの利用者を含む。）が

対象である居宅サービス計画   
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その他 管理者向け 各事業所へのお願い 

 
・居宅介護支援事業所における管理者の資格要件について 
  平成３０年度の厚生労働省令（以下、「省令」という。）の改正により、原則、管理者

の要件は「主任介護支援専門員」に限られ、令和３年３月３１日までは、その適用を猶

予するとの経過措置期間が設けられましたが、令和２年６月５日に省令が改正され、令

和３年３月３１日時点で主任介護支援専門員でない者が管理者である居宅介護支援事業

所については、当該管理者が管理者である限り、経過措置期間が令和９年３月３１日ま

で延長されました。また、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得な

い理由がある場合（※）について、主任介護支援専門員を管理者としない取扱いも可能

となりました。 

市内居宅介護支援事業所におかれましては、今一度管理者の資格要件をご確認のうえ、

経過措置期間後も居宅介護支援事業の業務に支障をきたすことのないようにご留意くだ

さい。 

※令和３年４月１日以降、不測の事態により、主任介護支援専門員を管理者とできなく

なってしまった場合であって、主任介護支援専門員を管理者とできなくなった理由と、

今後の管理者確保のための計画書を保険者に届け出た場合。不測の事態については、本

人の死亡、長期療養など健康上の問題の発生や急な退職や転居などが想定されます。 

 

・経過措置となっている取り組みの実施について 

令和３年度介護報酬改定にて、以下の取組が義務付けられました。いずれも３年の経

過措置（令和６年３月３１日まで）が設けられていますが、各事業所で検討し、余裕を

もって実施していただきますようお願いいたします。  

 

① 感染症対策の強化  

感染症の発生及びまん延等に関する取組の徹底を図る観点から、委員会の開催、指針

の整備、研修・訓練を実施等が義務付けられました。 

 

② 業務継続に向けた取組の強化 

 感染症や災害が発生した場合でも、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構

築する観点から、業務継続に向けた計画等の作成、研修・訓練 の実施等が義務付けられ

ました。 

 

③ 高齢者虐待防止の推進 

 利用者の権利の擁護、虐待防止の観点から、虐待の発生又はその再発を防止するための

委員会を開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めることが義務付けられました。 
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